
4 中医協の見直し   



中央社会保険医療協議会の見直し（平成19年3月施行）  

○ 委員構成の見直し  

【現 行】  

「支払側Ⅰ診療側委員8名、公益委員4名」  

【改正後】  

「支払側・診療側委員7名、公益委員6名」   

これに併せ、公益委員の主導的役割についての規   

定を設ける。  
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■・公益委員は、会議の日程、議題等、中医協の運営に関す三  
る事項について協議を行い、支払側委員、診療側委員はそ…  

の協議の結果を尊重  

：・診療報酬等に係る答申等を行う場合には、あらかじめ公  
益委員が診療報酬等の実施の状況について検証を行い、  

その結果を公表  

○ 団体推薦規定の廃止  

【改正後】  

団体堆薦規定廃止  

これに併せ、委員任命に当たっての、地域医療を担  

う関係者等の意見の配慮に関する規定を設ける。  

【現 行】  

支払側、診療側委員任命に当たっての  
関係団体の推薦規定  

：・保険者等を代表する委員の任命に当たっては、医療に要：  
する費用を支払う者の立場を適切に代表し得ると認められ  

る者の意見に、医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委：  
員の任命に当たっては、地域医療の担い手の立場を適切  
に代表し得ると認められる者の意見に、それぞれ配慮   



5 療養病床の再編成   



∵・■増額  

＿療養病床の現状  

○ 療養病床の入院患者のうち医師の対応がほとんど必要ない人が概ね5割  

○ 医師による直接医療提供頻度  
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〔中医協「慢性期入院医療実態調査」（平成17年11月11日中医協資料）〕  

○ 医療保険適用、介護保険適用、それぞれに入院する患者の状態  
医療保険適用、介薫蔓保険適用」それぞれlこ入院する患者の状態  

介苫妻保険適用の療‡病床  
平成18年3月  

医療保険適用の療養病床  
平成16年3月  
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■■病状カモ不安定で常時医学的管理を要する  
●病1犬lま安定してしヽるカヾ容態の急変カt起きやすしヽ  
⊂コ容！阪急変の可能性は催しヽ力｛一定の医学的管理を要する  
E＝蛮ほ阪急変の可能性は低く福祉施1疫や住宅によって対応できる  
l■その他  
■l一回著  

〔医療撞済研究機構「療養病床における医療提供体制に関する調査」（平成16年3月）コ   


